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項  目 内                容 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第 1-1 条 

 

 

 

変更なきにつき省略 

（目  的） 

第 1-2 条 

 

 

変更なきにつき省略 

（場  所） 

第 1-3 条 

 

 

変更なきにつき省略 

(土地への立入り等) 

第 1-4 条 

 

 

変更なきにつき省略 

（一般事項） 

第 1-5 条 

 

(管理技術者) 

第 1-6 条  

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

(照査技術者) 

第 1-7 条  

 

(担当技術者) 

第 1-8 条 

 

(配置技術者の確認) 

第 1-9 条 

 

保険加入) 

第 1-10 条 

 

 

第 2 章 作業条件 

(適用する図書) 

第 2-1 条 

 

（設計基本条件） 

第 2-2 条 

 

(参考図書) 

第 2-3 条 

 

(貸与資料) 

第 2-4 条  

 

(貸与資料等の取扱

い) 

第 2-5 条  

 

 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

  変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

  変更なきにつき省略 

 

 

 

  変更なきにつき省略 
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項  目 内                容 

第 3 章 設計作業内

容 

(作業項目及び数量)  

第 3-1 条 

 

(設計作業の留意点) 

第 3-2 条 

 

(業務写真における黒

板情報の電子化) 

第 3-3 条 

 

(技術提案の履行) 

第 3-4 条 

 

 

第 4 章 打合せ 

(打合せ) 

第 4-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 成果物 

(成果物) 

第 5-1 条  

 

(成果物の提出先) 

第 5-2 条 

 

 

第 6 章 業務管理 

(情報共有システム) 

第 6-1 条 

 

 

第 7 章 契約変更 

(契約変更) 

第 7-1 条  

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとす

る。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

1. 打合せ時期 

     初 回 作業着手の段階 

    第２回  中間打合せ（実施設計段階時（暫定版）） 

   第３回 中間打合せ（実施設計段階時（関係機関調整結果反映版）） 

   第４回 中間打合せ（概算工事費算出時） 

   最終回 報告書原稿作成段階  

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記

録簿を作成し、上記の打合せの都度、内容について監督職員と相互に確認するものと

する。 

 

2. 打合せ場所 

Web 会議による。 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 
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項  目 内                容 

第 8 章 定めなき事項 

(定めなき事項) 

第 8-1 条 

 

 

（再調査） 

第 8-2 条 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なきにつき省略 

 

 

 

変更なきにつき省略  
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別紙１及び２  変更なきにつき省略 


